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２．国立都市計画に係る事項 
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Ⅲ 都市計画区域に定める事項 

 

１ 基本方針 

国立都市計画区域は、多摩広域拠点に属する。本区域の市街地の

形成は国立駅を中心とした市北部から南へと拡大している。南部地

域では市街地形成に向け、住宅と業務・商業・工業といった総合的

な土地利用を進めるため規制・誘導等の手法を活用し、また面的整

備等により都市基盤の整備を推進する。これらとともに、恵まれた

自然と文化・芸術を保全・育む、良好な住環境の形成と利便性の向

上を両立し、すべての人々の健康で文化的な生活の実現を目指す。 

 

２ 都市再開発の施策の方向 

 

（１）拠点の整備 

谷保駅及び矢川駅を中心とする区域を地域拠点に位置付ける。 

これらの区域のうち駅南地域は、住宅地と地域に密着した商業や 

業務施設が立地する住宅・商業複合地として駅前広場等やユニバ 

ーサル化及びバリアフリー化等を推進し、生活機能の維持・増 

進を図る。 

さらに、日常生活を支える地域拠点として、徒歩圏内で様々な 

施設を利用できるよう、土地利用の誘導や歩行者の安全性を考慮 

した道路整備等を組み合わせ、利便増進を図る。 

これらにより、南部地域の玄関口にふさわしい地域拠点の形成 

を図る。 

 

（２）安全な市街地の整備 

面的整備等の都市基盤の整備に合わせ沿道緑化、沿道建築物の 

不燃化・耐震化を促進し、災害時に対応できる消防水利を配置し 

た道路整備を進める。 

既存の農地等については、避難場所や延焼防止の機能向上へつな

がるよう全体のバランスに配慮しつつ保全を図る。 

（３）快適な居住環境の整備 

商業、業務、工業といった総合的な土地利用の推進と快適な住

環境を両立するため、地区計画等を活用し良好に共存する市街地

環境の形成を図る。特に国立府中インターチェンジ周辺の業務地

は、広域交通の要衝を生かしながら、農地の保全等にも配慮しつ

つ住環境・自然環境と調和する環境負荷の少ない企業立地を促進

する。 

 

（４）自然や歴史・文化などの環境を生かした整備 

崖線の緑、水路や湧水さらに都市農業を支える生産緑地といっ 

た自然を維持、保全しながら良好な住環境の形成を図るよう、土 

地区画整理事業、地区計画や条例等により整備、誘導を図る。 

  地域の文化財等は、地域の貴重重要な資源であり、所有者との協

調・連携を図りながら整備・保全を図る。 

 

３ １号市街地 

計画的な再開発が必要な市街地の範囲を総括図のとおりとし、

その計画事項を【別表－１】に示す。 

 

４ 誘導地区 

３地区を選定し、そのおおむねの位置と整備の方向を【別表－

３】に示す。 
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別表－１ 計画的な再開発が必要な市街地（１号市街地）の計画事項 

番号 地域名（ha） １ 崖線北側地域（谷保、矢川、青柳、石田） 

約165ha 

２ 崖線南側地域（谷保、泉） 

約200ha 

ａ 

 再開発の目標 

・都市構造の再編成 

・建築物の更新 

・都市環境の向上等 

駅周辺における地域拠点の育成として、基盤整備と連動した土地の

有効利用を図る。 

都市計画道路の整備に伴う沿道住宅地の沿道街区形成と適正な土地

利用を誘導し、住宅地と業務地が共存する市街地環境の育成を図る。 

インターチェンジ周辺の商業等の新たな交流拠点の育成を図る。 

ｂ
土
地
の
高
度
利
用
及
び
都
市
機
能
の
更
新
に
関
す
る
方
針 

ア 適切な用途

及び密度の確

保、その他の

適切な土地利

用の実現 

谷保駅、矢川駅の駅南地域は景観に配慮した住宅・商業の複合ゾー

ンとして利用する。 

準工業地域における住宅地と業務地とが共存する市街地環境の形成

を図る。 

イ 主要な都市

施設の整備 

ＪＲ南武線の連続立体交差化を促進する。 

都市計画道路、都市計画公園の整備を進める。 

都市計画道路の整備を推進する。また公園整備を推進し、公園不足

地区の解消を図る。 

ウ 都市の環

境、景観等の

維持及び改善 

水路、水辺環境の保全を図る。 

狭あい道路の整備、行き止まり道路の解消により交通不便地区の解

消、消火活動困難地域の解消を図る。 

甲州街道の歩行環境整備を促進する。 

湧水、水路の保全を図る。 

狭あい道路の整備、行き止まり道路の解消により交通不便地区の解

消、消火活動困難地域の解消を図る。 

崖線傾斜地の保護保全を図る。 

消火活動困難地域の解消を図る。 

エ その他特に

必要な事項 

・土地の高度利用 

・都市機能の更新 

谷保駅、矢川駅の拠点形成において駅南地域の必要な機能確保のた

め土地の合理的かつ健全な高度利用を推進する。 

地区計画、建築協定等を活用し良好な住環境の整備を図る。 
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別表－３ 誘導地区のおおむねの位置と整備の方向 

番 号 地  区  名 おおむねの位置 整  備  の  方  向 

① 谷保駅南整備地区 国立市南東部  中層の住宅地と地域に密着した住宅・商業複合地として位置付け、景観に配慮した南部の玄関口にふ

さわしい土地利用の誘導を図る。 

② 矢川駅南整備地区 国立市南西部  中層の住宅地と地域に密着した住宅・商業複合地として位置付け、景観に配慮した南部の玄関口にふ

さわしい土地利用の誘導を図る。 

③ インターチェンジ

周辺整備地区 

国立市南東部  商業・業務等の新たな交流拠点としての土地利用を図るとともに、景観や自然環境、住環境に配慮し

た住工共生による適正な土地利用の誘導を図る。また、交通網の要衝として南部の玄関口にふさわしい

土地利用の誘導を図る。 
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